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基本事項 居宅介護支援運営基準第１３条第21号

➢ 居宅サービス計画作成にあたっては、短期入所サービスの利用日数

が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなけ

ればならないとされています。

➢ しかしながら、「おおむね半数を超えない利用」とは、在宅生活の

維持という観点からの目安なので一律に適用されるものではなく、

特に必要と認められる場合においては、認定有効期間のおおむね半

数を超えて短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けること

も可能となっています。

➢ そのため、短期入所サービスが認定有効期間のおおむね半数を超え

て必要であると判断される場合は、事前協議書の提出をお願いしま

す。



届出方法



届出期限

➢ 認定有効期間の半数の日を超える見込みが立った時

⇒半数を超える１か月前を目安に

➢ 担当のケアマネージャーが変更となった時のケアプランを交付

（作成・変更した）月の月末まで

⇒ケアマネージャーが変更してから１か月以内



協議で確認したい点

①利用者の心身の状況や
同居家族の状況から、在
宅生活が困難である。

②「入所の順番待ちである
等」、当該サービスの解消
が見込まれる目途が立っ
ているため、今機械的に
サービスを切ることが適
切でない。と考えられる。


